
令和４年度ケアラー居場所づくり支援事業補助金 
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 補助対象 

事業 
質問 回答 

1 ケアラー

ズカフェ 

補助金を申請するにあたり、ケア

ラーズカフェは、月何回以上開催

しなければならない等の要件はあ

りますか。 

何回以上開催する等の要件はあり

ませんが、安定した開催運営ができ

るようにしてください。 

2 ケアラー

ズカフェ 

ヤングケアラーではなく、もっと

年代の高い介護者を対象にケアラ

ーズカフェを開催したいのです

が、補助対象となりますか。 

補助対象となります。なお、ヤング

ケアラーと思われる子どもが参加

を希望した場合には、必要に応じて

関係機関につなぐ等の支援をして

ください。 

3 ケアラー

ズカフェ 

現在、ケアラーズカフェを運営し

ています。補助を活用して、別の

新たなケアラーズカフェを開きた

いと考えていますが、対象となり

ますか。 

新たな活動拠点でケアラーズカフ

ェを始めるということなので、その

立ち上げに要する経費は対象とな

ります。 

4 ケアラー

ズカフェ 

認知症カフェを運営しており、新

たにその家族（ケアラー）を対象

とした活動を始めたいです。対象

となりますか。 

新たな活動を始めるために要する

経費は対象となります。ただし、継

続的に発生する運営費用は対象と

なりません。 

5 ケアラー

ズカフェ 

現在、学習支援活動を行っていま

す。その場所でヤングケアラーが

集まるカフェを新たに始めたいの

ですが、対象となりますか。 

ヤングケアラーが集まるカフェを

新たに始めるために必要な経費は

対象となります。現在の学習支援活

動に用いる経費は対象となりませ

んので、ご注意ください。 

6 ケアラー

ズカフェ 

現在、当事者とケアラーの両方を

対象としたカフェの活動をしてい

ますが、対象となりますか。 

ケアラーズカフェの立ち上げ支援

という趣旨の補助金ですので、現在

の活動に用いる経費は対象となり

ません。 



7 ケアラー

ズカフェ 

現在、ケアラーズカフェを運営し

ていますが、規模を拡大して受け

入れ人数を増やしたいです。対象

となりますか。 

新たに活動規模を拡充するために

要した費用は対象となります。ただ

し、現在の活動に用いる経費は対象

となりませんのでご注意ください。 

8 ケアラー

ズカフェ 

現在、当事者とケアラーの両方を

対象としたカフェの活動をしてい

ます。新たにオンラインでも集ま

れるように活動を拡充させたいの

ですが、対象となりますか。 

現在の活動に用いる経費は対象と

なりませんが、オンライン化（機器

の購入等）して、新たに活動を拡充

するための経費は対象となります。 

9 ケアラー

ズカフェ 

オンラインだけで設置運営するこ

とも対象となりますか。 

対象となりますが、神奈川県内のケ

アラーが参加することを主な目的と

し、拠点(運営者の主な活動場所)が

神奈川県内にある場合に限ります。 

10 ケアラー

ズカフェ 

ケアの当事者同士で集まり、交流

する活動を始めたいのですが、ケ

アラーズカフェとして補助対象に

なりますか。 

神奈川県内に拠点を置き、ケアラー

ズカフェとして実施する活動であ

れば、対象となります。 

11 ケアラー

ズカフェ 

ケアラーズカフェをすでに設置、

運営していますが、今年度中にカ

フェでイベント（講師を招いて勉

強会、バザー等）を開催予定です。

それにかかる経費は補助対象とな

りますか。 

ケアラーズカフェの立ち上げ支援

という趣旨の補助金ですので、イベ

ントにかかる費用は対象になりま

せん。 

12 学習支援

の場 

現在、公民館を定期的に借りて、

支援が必要な家庭の子どもを対象

に学習支援を週1回実施していま

す。今回、実施回数を増やし、受

入れ人数の増加し、ヤングケアラ

ーも受け入れる予定ですが、増や

した分の会場使用料や物品の購入

費は補助対象になりますか。 

例えば、週1回のところを週2回、公

民館等を借りて実施する場合でも、

会場使用料は継続的に発生する費

用のため、対象となりません。 

一方で、物品に関しては、開催日を

増やすために必要な物品の購入費

は対象になります。 

13 学習支援

の場 

現在、学習支援の活動を行ってい

ます。ヤングケアラーの受入れも

始めようと考えていますが、補助

の対象となりますか。 

ヤングケアラーの受入れを始める

ことにより、新たに初期費用が発生

した場合は対象となります。継続的

に発生する運営費用は対象となり

ませんので、ご注意ください。 



14 学習支援

の場 

現在、借り上げた戸建て住宅を活

用して小学生の学童保育を実施し

ています。その時間を利用して、

現在の利用者の中で希望者を対象

に、学習支援も行う計画を立てて

います。その場合、学習支援に必

要な物品を購入したいのですが、

補助対象になりますか。 

学童保育の中のメニューの一つと

して学習支援を行う場合は対象に

なりません。 

学童保育とは別に、学童保育利用者

以外のヤングケアラー等の子ども

を対象とした学習支援の場を設け

る場合は対象になりますので、個別

にご相談ください。 

15 学習支援

の場 

学習支援を実施したいが、オンラ

インでも行えるように、パソコン

やタブレットの購入費用、Wi－Fi

環境を整えるための工事費用は、

補助対象になりますか。 

備品購入費は対象になります。 

一方で、継続的に発生する費用（パ

ソコンをリースする際のリース代

等）には当てることができません。 

16 学習支援

の場 

ヤングケアラーを対象とした絵画

教室を始めようと考えています

が、補助の対象となりますか。 

学校での学習を補うことを目的と

しているのであれば、対象となりま

す。なお、経費の内容によっては個

別に確認させていただくことがあ

りますので、ご承知おきください。 

17 学習支援

の場 

学業に不安を抱えるヤングケアラ

ーの学習支援を実施しますが、学

習の合間のレクリエーション（お

絵描き、トランプやボードゲーム、

運動等）で使用する物品は補助の

対象となりますか。 

学習の合間のレクリエーション用

であれば、補助対象経費に含めてい

ただいて構いません。なお、経費の

内容によっては個別に確認させて

いただくことがありますので、ご承

知おきください。 

18 学習支援

の場 

学習支援を実施するのに、利用者

から費用を徴収することを考えて

います。そのような事業でも補助

対象となりますか。 

低額の実費程度（例えば学習の合間

に食べるおやつ代等）であれば差し

支えありませんが、家庭の負担にな

るような金額を徴収するような場

合は補助対象にはなりません（営利

目的に実施する学習塾は対象では

ありません）。 

19 学習支援

の場 

学習支援の場に来る子どもは全員

ヤングケアラーでなければならな

いのですか。 

その必要はありません。ヤングケア

ラーの状態と思われる子ども、支援

が必要な子どもなど幅広く受け入

れていただきたいと考えています。 



20 共通事項 要領に記載の「新たに活動規模等

を拡充するもの」とは具体的にど

のようなことを指しますか。 

現在の活動内容から、受け入れ人数

や実施日数・回数を増やすもの、オ

ンライン化により活動規模を拡大

するものが対象となります。実施計

画書には、それがわかるような記載

をしてください。 

なお、活動拠点を増やす場合は、新

たな拠点での活動を始めるという

ことになるため、対象となります。 

いずれの場合も、対象経費は立ち上

げに係る初期費用であり、継続的に

発生する運営費用は対象となりま

せんので、ご注意ください。 

21 共通事項 新たに始める活動拠点を継続的に

借りるための家賃・敷金・礼金・

不動産仲介手数料等は対象となり

ますか。 

家賃は継続的に発生する費用とし

て、対象となりません。 

敷金は預け金であり、返金されるた

め対象とはなりません。 

礼金や不動産仲介手数料等、賃借す

る際の初期費用として発生する手

数料は対象となります。ただし、市

場価格と比較して明らかに高額で

ある場合は補助対象となりません。 

22 共通事項 新たに始める活動拠点として、公

民館を借りる予定です。会場使用

料は対象となりますか。 

会場使用料は継続的に発生する費

用として、対象となりません。 

23 共通事項 賃借料や使用料、月額利用料、共

益費は対象となりますか。 

継続的に発生する費用として、対象

となりません。 

24 共通事項 新たに始める活動の周知や広報に

係る費用は対象となりますか。 

広報媒体を用いた広告費用は対象

となりません。 

なお、印刷製本費に該当するチラシ

等の作成費用は対象となります。 

25 共通事項 活動拠点を整備するための費用は

対象となりますか。 

活動拠点として整備するための改

修、清掃、物品を運び入れる運搬費

用は対象となります。 

26 共通事項 賃貸物件を活動拠点にしたいと考

えています。その場所を改修する

費用は補助の対象となりますか。 

賃貸物件でも改修費用は補助対象

となります。 



27 共通事項 物品納品や改修完了が令和５年４

月１日以降となる場合、その費用

は補助の対象となりますか。 

３月31日までに経費支出が完了し

ていても対象となりません。同日ま

でに納品等、契約が履行されている

必要があります。 

28 共通事項 この補助金を申請するにあたっ

て、法人格を取っていなければな

らないのですか。 

福祉関係のボランティア団体等（任

意団体を含む）としていますので、

法人格がなければならないもので

はありません。 

29 共通事項 学習支援とケアラーズカフェの両

方の補助金を申請することはでき

ますか。 

一つの拠点につき、一つの申請とな

りますので、同じ拠点で両方を立ち

上げる場合には、どちらかを選択し

て申請してください。 

一方、別の拠点で両方を立ち上げる

場合には、いずれも補助対象になり

ます。 

できるだけ多くの団体に補助する

趣旨ですので、ご理解いただきます

ようお願いします。 

30 共通事項 ケアラー向けの居場所作り活動拠

点を作りたいと考えていますが、

令和４年度中は準備に時間がかか

り、学習支援の実際の開催は令和

５年度になる見込みです。補助金

の申請はできますか。 

令和４年度中に設置、運営開始して

いただくことが必要です。 

31 共通事項 今年度中に設置運営を予定してい

ますが、コロナウイルスの感染等

でやむを得ず開催できなかった場

合は、どうなりますか。 

個別にご相談ください。 

 


